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～グループガバナンスにおいて監査役等の留意すべき役割と責務～
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財務３表の意味の再確認日米の大型会計不正における類似性とガバナンス改革

グループ経営におけるGRCとそのモニタリング（監査活動）

はじめに (問題の所在、近時のリスク発現事案）

【内容】

１ ©2019 Masato Mori All Rights Reserved

２
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４ まとめ（私見）と質疑応答



「グループ経営におけるガバナンス、内部統制、監査体制」における
問題の所在

■子会社、関係会社といえでも別法人格であり、自主性を尊重すべきであると
いう側面がある

しかし、一旦不祥事や不正事案が起きた場合（特にブランドを共有している場合）
親会社のみならずグループ全体の企業価値を一瞬で大きく棄損し、回復には大き
なコストと長い期間が必要になるため、グループ経営におけるリスク管理、特に重
要リスクのモニタリングは監査役等にとって、近時最重要課題の一つである

■１００％子会社であればよいが、そうでない場合、少数株主を尊重すべきであ
り、親会社の思いのままにコントロールはできない（すべきでないという意見）

■たとえ、１００％子会社であっても、設立の経緯、親会社と子会社経営陣の人
的関係（同期、先輩後輩）等によってガバナンスが効きづらい場合がある

■子会社が親会社のコアビジネス以外の事業領域である場合、企業文化が異
なる場合や物理的所在地が遠隔地である場合（特に海外子会社の場合）ガ
バナンスが効きづらい場合がある
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■M&Aで買収した大型子会社などの場合、リソースに限界のある監査役往査
でどこまで実態に迫れるか不安がある



コーポレートガバナンスとグループ経営におけるガバナンス
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中間株主

グループ経営
におけるガバ
ナンス

グループ経営時代
における広義の
コーポレートガバ
ナンス

３



グループ経営における不祥事・不正事案

■海外子会社の不祥事・不正事案
■海外支店(シンガポール）デリバティブ失敗による英国金融グループ全体の破綻
■食の安全・安心
・中国冷凍餃子事件
・中国期限切れ肉使用事件

■海外子会社における贈収賄・カルテル不正

■会計不正
・経営者主導の不正
・事業部門による不正
・買収した会社の子会社（孫会社）の不正

■国内における子会社不祥事・不正事案
・食品会社（および総合商社）子会社による偽装食肉事件
・総合商社子会社による補助金対象製品虚偽申請
・杭打ちデータ改ざん
・免震ゴムデータ改ざん
・近時多発している製品検査/品質データ改ざん（本体および子会社、グループ全体）
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２ 財務３表の意味の再確認日米の大型会計不正における類似性とガバナンス改革

グループ経営におけるGRCとそのモニタリング（監査活動）

問題提起と質疑応答

はじめに (問題の所在、近時のリスク発現事案）

【内容】
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米国

2000 2002
2019

2005 - 2006

中央青山監査法人

2005 - 2007

会社法の改正
（2005年）

金融商品取引法
（J- SOX)の導入
（ 2006年）

その後、米国では大型の会計
不正事案は発生していない

2019

我が国においても「内部統制」
が法制度に初めて導入された

我が国の
その後は？

日本（米国に5年遅れ、ほぼ同様の事象）

ERMInternal Control

日米の大型会計不正における類似性とガバナンス改革(その類似性-1) 
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出典：「エンロン・ワールドコムの事例に学
ぶ企業の内部統制とコーポレート・
ガバナンス」 丸山真弘 安全工学, 
2006 

エンロンの取締役会は他の
多くの米国公開会社同様、
少数の執行兼務と絶対的多
数の社外取締役（2000年時
点で執行兼務取締役は会長
と社長の2名、他の13名は
社外・非執行取締役）で構成
されていた。

そのため、2001年には
Chief Executive誌より米国
ベスト・ボードの第5位にラン
キングするほどの高い評価
を得ていた。

出典：講演者（毛利）による作図

■会計監査人および社外取締役の独立性に問題があり、コーポレートガバナンスが
形式的となり機能していなかった

日米の大型会計不正における類似性とガバナンス改革(その類似性-2) 
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■社外取締役の独立性要件の厳格化
■社外取締役からなる３委員会の設置
（監査、指名、報酬）義務化

■監査委員会内に最低1名の財務専門家
社外取締役の義務化

■内部監査機能設置の義務化
■内部通報受付手続きの確立義務化
■・・・・等

抜粋

例示

米国および日本における内部統制概念と関連法規制の展開 (その類似性-3）

©2019 Masato Mori All Rights Reserved
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米国および日本における内部統制概念と関連法規制の展開 (その類似性-4）

オリンパス株式会社
第三者委員会報告書
（2011年12月6日）

オリンパス社のコーポレートガバナンスは社外取締役を
任意に3名設置する等、（形式としては）先進的であった
ため、会計不正が明るみに出た前年の2010年、アジア・
コーポレートガバナンス・ソシエーション（ACGA)の調査
では、日本企業でベスト20に入るほどの高評価であった。
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米国および日本における内部統制概念と関連法規制の展開 (その類似性-5）

20192011 2015

会社法の改正

ガバナンスコード

・社外取締役、社外監査役の社外性要件厳格化

・監査等委員会設置会社の創設

・グループガバナンスの明確化 等

・会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を
監査役または監査役会に付与

2015年

・独立社外取締役2名以上 等
©2019 Masato Mori All Rights Reserved10



事案発生前後のガバナンス体制比較（何処を変えたのか）

（2015年 事案発生直前の体制）

社内監査委員2名
（うち1名が委員長）

社外監査委員3名

社内取締役１２名
社外取締役４名
議長：社内取締役（会長）

社内取締役４名
社外取締役７名
議長：社外取締役

各委員会メンバー
は全員社外で構成

2015年8月18日に東芝が発表した「新経営体制とコーポレートガバナンス
体制の改革について」 事案発生直前の体制および新聞報道より

監査委員会直結
の内部通報窓口
を創設

財務会計・法律に
知見を有する社外
委員で構成

執行と切り離され
た監査委員会直轄
の内部監査部を創
設

監査委員会室を創設
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グループガバナンス
（企業集団の内部統
制）強化の要請
※海外子会社を含む

 平成26年改正会社法により企業集団内部統制の規程が法本文に格上げ

 更に、平成27年改正会社法施行規則により実施すべき項目の明確化

 新たに施規100条1項5号に子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当
該株式会社への報告に関する体制や、子会社のリスク管理に関する規程等が
追加

 新たに施規100条３項４号に子会社の取締役等から親会社の監査役への報告
するための体制に関する項目が追加

我が国のグループガバナンス関連制度（会社法関連）

子会社発の不祥事の頻発

国境を越えたグループ経営の進展

少子高齢化による国内成長の鈍化等で海外子会社の相対的重要性が
高まってきている

積極的なM&A等により、異質な文化の従業員が増加し、これまでのグループ
内の「常識」が通用しなくなってきている
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「企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」に関する法改正

※会社法上の表現、金融商品取引法（J-SOX)上の「内部統制システム」のこと

従来の会社法では単に施行規則（法務省令）に規定されていたものが、以下の
ように会社法本体（基本六法の一つ）に直接記載され、格上げされた。

１）平成26年（201４年）改正会社法

※
©2019 Masato Mori All Rights Reserved13



前頁 １）平成26年（2015年）改正の続き

出所：上記の見解は、平成２９年８月４日開催の『２０１７年度レクシスセミナー：獨協大学法学部教授高橋均氏による「グループ会社リスク管理のための社内規定の整
備と運用」における配布テキスト』および同氏の書著である「グループ会社リスク管理の法務第２版」（中央経済社）を参照している。

⇒企業集団の内部統制システムについての法的位置づけが強化されたと考え
るべき

⇒親子会社の役員として、内部統制システムの整備の重要性を認識し、それ相
当の体制を構築しないで不祥事が発生すれば、任務懈怠責任を問われる可
能性が高まったと認識すべき

⇒近時に多発した子会社不祥事を受けて、元来単体企業を想定していた会社
法がグループ経営を想定したものに変わってきていると認識すべき

子会社
ガバナンス
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（業務の適正を確保するための体制）
第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体
制とする。

一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制

イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その
他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報
告に関する体制

ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

以下に、親会社が整備すべき具体的体制が新たに規定されている。
（会社法施行規則１００条１項５号）

海外子会社を含む子会社から親会社への報告体制（ガバナンス）、子会社
におけるリスク管理、コンプライアンス体制等を確立する必要がある

２）平成2７年（201５年）改正会社法施行規則（前頁からの続き）ｰ内部統制-

ガバナンス

リスク管理

コンプライアンス

「子会社」に
は海外子会社
が含まれる

グループ経営に
おける「GRC」
が重要
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２）平成2７年（201５年）改正会社法施行規則（前頁からの続き）ｰ内部統制-

出所：上記の見解は、平成２９年８月４日開催の『２０１７年度レクシスセミナー：獨協大学法学部教授高橋均氏による「グループ会社リスク
管理のための社内規定の整備と運用」における配布テキスト』および同氏の書著である「グループ会社リスク管理の法務第２版」（
中央経済社）を参照している。

以下に、親会社の監査役監査の体制充実の具体的事項が新たに規定されて
いる。（会社法施行規則１００条３項４号）

（業務の適正を確保するための体制）
第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に
掲げる体制とする。

３ 監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。）
である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

一 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項

二 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
三 当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
四 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするた
めの体制

ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八
条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者
が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制

子会社役職員は、子会社内に不法行為等の懸念がある場合は、管轄する親会社の事業部のみなら
ず、親会社監査役にも報告する体制が求められる
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我が国の内部監査基準

近年のガバナンス重視の傾向により平成26年に改訂された

©2019 Masato Mori All Rights Reserved17



内部監査組織について（近年の傾向）の基準改訂のポイント

出所：日本内部監査協会（平成26年5月23日承認）内部監査基準

出所：内部監査基準改訂の背景および主な改訂点 平成 26 年 6 月 1 日 一般社団法人日本内部監査協会
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第３の選択肢としての監査等委員会設置会社の急増

2018年6月23日本経済新聞記事より

【監査役】
・自ら監査（実査）する役割

・独任制の下、個々の監査役がそれぞれ権限
を有する

【監査等委員】

・自らは監査（実査）せず、外部監査人、内部
監査部門に適切に監査させる役割（常勤者は
必ずしも必要とされない）

・ただし、以下が監査等委員会が有効に機能
するための前提条件と考える（私見）

■外部監査人を監督できること
■組織内に内部監査部門があり、
指示（または連携）できること

・独任制ではないため、監査等委員会による
組織監査が前提
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３

財務３表の意味の再確認日米の大型会計不正における類似性とガバナンス改革

グループ経営におけるGRCとそのモニタリング（監査活動）

問題提起と質疑応答

はじめに (問題の所在、近時のリスク発現事案）

【内容】

20 ©2019 Masato Mori All Rights Reserved
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コーポレートガバナンスとグループ経営におけるガバナンス

中間株主

グループ経営
におけるガバ
ナンス

グループ経営時代
における広義の
コーポレートガバ
ナンス

グループ全体にど
のようなリスクがあ
るかを見極め、

重要なリスクが適
切にコントロールさ
れていることをモニ
ターすることが重要
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子会社マネジメントに必要不可欠なGRC(海外子会社か否か問わず）

【海外グループ経営の場合特に有効】

グループ経営におけるＧＲＣとモニタリングのイメージ

（Ｇ） ガバナンス

（Ｒ） リスクマネジメント

（Ｃ） コンプライアンス

グループ本社が主導してグループ全体に仕組みを導入

実際に機能しているか本社が
監査活動を通じてモニタリング

運
用
は
子
会
社
主
体

親
会
社
と
子
会
社
の
役
割
と
責
任
の
明
確
化

©2019 Masato Mori All Rights Reserved

原則：事業運営軸は子会社
の機動性を損なわない
よう権限委譲：分散
(decentralize) でも良
いがコンプライアンス
の中心軸は本社集中
（centralize)が効率的
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参考：米国（モニタリングボード）型ガバナンスモデル-1 （全体像）

■米国上場企業等のガバナンス機能と組織、その特徴
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■「ガバナンス・マトリックス」による米国企業のガバナンスモデル

・取締役として象限Ｂ２に属し、かつＥ１にも属し業務執行している人物は、ＣＥＯの他数名に過ぎない（一般的日本企業では、
圧倒的多数が重複している）
・象限B2の取締役会の中の監査委員会が監査機能を担っており、外部独立監査人も、監査委員会が選任し活用している
・監査委員会はE2象限の内部監査部長に直接指揮命令し、監査に活用している
・執行者をけん制するという面で、株主の立場から判り易いガバナンス構造となっている

財務報告の信頼性等を経営者
から独立した立場から監査
（実査）し意見を表明する

実査を通じて各執行ラインか
ら独立した立場で、各業務、
リスク管理等が適切に行われ
ているかを、再評価する。改
善点があれば助言する

外部監査人と内部監査部門の
監査計画・結果をレビューす
ることが主な役割。原則とし
て、自ら実査は行わない

参考：米国（モニタリングボード）型ガバナンスモデル-2 （監査委員会）
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第1の防衛線 第2の防衛線 第3の防衛線

部署（例） ・事業部門 ・リスクマネジメント部門
・コンプライアンス部門
・品質管理部門
・労働安全部門
・環境管理部門 等

・内部監査部門

役割と責任 リスクオーナーとして日常的にリス
クへの対応、コントロールのデザイ
ン・導入、および継続的改善活動
を行う

管轄する特定リスクに対する管理活動
について、第1の防衛線部門の活動を支
援する

第１、第2の防衛線の有効性を独立
的に評価し、保証する

3本の防衛線モデル

第1の防衛線 第2の防衛線

経営管理者
による統制

第3の防衛線

内部統制の
測定

財務統制

セキュリティ

リスクマネジメント

品質

コンプライアンス

検査

内部監査

経営者

監督機関 / 取締役会 / 監査委員会

外
部
監
査

規
制
当
局

出典： IIA Position Paper : THE THREE LINES OF DEFENSE IN EFFECTIE RISK MANAGEMENT ANDCONTROL, January 2013

上司による
日常的な
監督・指示

内部
統制

The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control

まず、執行ライン
が、自図からの責
任で内部統制を整
備、運用する

監査委員会が内部監査計
画と監査結果をレビュー
することにより、このモ
デルを有効に機能させる

次に、内部監査部門が
執行部門が整備・運用
する内部統制が有効に
機能しているか独立的
に評価する

参考：米国（モニタリングボード）型ガバナンスモデル-3 （３本の防衛線）
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CSAと内部監査の連携イメージ①

3本の防衛線モデル

第1の防衛線 第2の防衛線

経営管理者
による統制

第3の防衛線

内部統制の
測定

財務統制

セキュリティ

リスクマネジメント

品質

コンプライアンス

検査

内部監査

経営者

監督機関 / 取締役会 / 監査委員会

外
部
監
査

規
制
当
局

（１）

内部監査部門が実査
（例：サンプリングテスト）
により、運用状況を独立
的な立場から再評価。

CSA通りコントロールが
有効であれば、事業ライ
ン責任者の自己評価結
果を再保証し、不備があ
れば改善を勧告する。

独立的評価結果を監査
委員会に報告する。

監査委員会は、内部監査部門から結果
の報告を受け、グループ全体の重要リ
スクが適切にコントロールされていると
いう心象形成を行う。懸念があれば、取
締役会に報告し是正させる。

これらの全体プロセスが機能すべく、監
査委員会が監督する。

（２）

（３）
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■ＣＳＡ導入後、内部監査でどこを優先的に見るか？

高

リ
ス
ク
の
重
要
性

低 高 コントロールの有効性 低

① ②

〈クイズ〉

内部監査でどのエリアを優先的に見るべきか？

エリア①の項目？ あるいは エリア② の項目？

正解は？

【ＣＳＡによる自己評価結果】 【ＣＳＡ結果によるヒートマップ】

リスクの
重要性

コントロール
の有効性

残余
リスク

項目①

高 低 高

高 高 中

項目②

CSAと内部監査の連携イメージ②

©2019 Masato Mori All Rights Reserved27



■監査委員会と同メンバーでリスクマネジメント委員会を設置

■TOP１０業務（Operational)および戦略（Strategic)リスク（合計２０）を毎年
（洗い替え）選定、監査委員会で特に注意してモニタリング

■その他のリスクも含め、内部監査部門責任者、リスクマネジメント（コンプラ
イアンス）責任者が、一覧性のあるかたち（ダッシュボード）で現状を報告

■１００社以上の海外子会社を含めグループ全体のリスク管理状況を、監査
委員会で四半期毎に効率的・効果的に討議するためGRCシステムを導入

Audit Committee

報告

勧告
指示

Group Risk & Internal

Audit Report Summary 

Report

個別
監査報告書

CSAと内部監査の連携イメージ③（監査委員会報告）
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4 まとめ（私見）と質疑応答

はじめに (問題の所在、近時のリスク発現事案）

【内容】

©2019 Masato Mori All Rights Reserved

１

２

3

3

分
グループ経営におけるGRCとそのモニタリング（監査活動）

日米の大型会計不正における類似性とガバナンス改革

29



その他

不正を予防し早期発見するため、内部通報制度を活性化する。監査役会（監査等委員会）はその有効性に注意を払う

監査役（監査等委員）は内部通報制度によりもたらされた情報に直接アクセスすることができるようにする

会計監査人および内部監査部門との関係について

監査役会（監査等委員会）は、会計監査人および内部監査部門との関係を極力強化する ⇒三様監査の強化

監査計画策定、往査、予算配分等はリスクベースとし、効率的、効果的な内部監査を実現する

事例を踏まえたグループ経営における監査実務（まとめ：私見）

監査役（監査等委員)は、経営者と会計監査人との間の意見の不一致等について株主への開示の立場から積極的にモニターする

監査役（監査等委員)は、グループ内のリスクに敏感になり、そのコントロールの有効性に注意を払う（CSA＋内部監査が有効）

財務・会計（できれば内部統制、リスクマネジメントについても）専門性を有する社外監査役（監査等委員）を最低1名は入れる

監査役会設置会社であっても、海外大型買収子会社が存在する場合などは監査役往査のみに依拠せず組織的監査を志向する

独任制の長所
は活かしつつ
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４ まとめ（私見）と質疑応答

【ご参考】
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